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１ 期     日  平成３０年１１月２２日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午前１０時００分

４ 出 席 委 員 教  育   長      細 田 眞由美

教育長職務代理者   大 谷 幸 男

委 員      石 田 有 世

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

委 員          柳 田 美 幸

５ 議場に出席した者

           副教育長              久保田  章 

管理部長              矢 部  武 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            竹 居 秀 子

学校教育部参事兼高校教育課長    吉 野 浩 一

教育総務課長            髙 木 泰 博

教育政策室長            野 津 吉 宏

教育財務課長            栗 原 章 浩

教職員人事課長           澤 田 純 一

教職員給与課長           山 本 順 二

６ 会議録署名委員  石 田 有 世 
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７ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

いらっしゃいません。

 本日の会議録の署名委員は、石田委員にお願いいたします。

本日の報告第１２号は人事に係る案件、議案第７６号は個人情報を

取り扱う案件、次第の４「その他」は議会に係る案件であることから

非公開とすることをお諮りしたいと思いますが、委員の皆さんいかが

でしょうか。

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、ただ今申し

上げた議案は非公開といたします。

本日の会議の順番ですが、公開であります報告第１１号、１３号、

非公開議案であります、次第の４「その他」、報告第１２号、議案第

７６号の順に審議を行うことといたします。

なお、報告第１１号及び第１２号は、緊急に処理する必要があると

認められ、かつ、教育委員会会議を招集するいとまがないことから、

さいたま市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条の規定に

より臨時代理いたしましたので御報告します。

報告第１１号 平成３０年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について 

細田教育長 

教育財務課長 

それでは、報告第１１号につきまして、事務局から説明をお願いし

ます。

それでは、報告第１１号「平成３０年度 さいたま市一般会計補正

予算（教育費）について」御説明させていただきます。

この報告の内容は、平成３０年さいたま市議会１２月定例会に提出

する、さいたま市一般会計補正予算の教育費部分についてでございま

すが、緊急に処理する必要があり、教育委員会会議の招集をするいと

まがなかったことから、臨時代理させていただいたものでございま

す。

初めに提案理由から説明させていただきます。

今回の補正予算は、ＰＦＩ方式を採用している大宮国際中等教育学

校の整備事業において、物価水準の変動に伴うサービス対価の改定を
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細田教育長 

行う必要が生じたため、債務負担行為を設定することについて市長に

申出するものです。

別表「債務負担行為補正」でございますが、高校教育課の所管する

中等教育学校整備事業について、期間は平成３１年度から４５年度ま

での１５年間、限度額が４，５４５万６千円の債務負担行為を追加分

として新たに設定するものでございます。

補正予算の概要について御説明いたします。

まず、改めまして債務負担行為という言葉について説明させていた

だきます。本来地方公共団体の予算の会計年度は、法の規定により毎

年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わることとされており、

翌年度の当初予算は、年度が始まる直前の２月議会で決まっていま

す。そして、予算の執行に関しましては、年度内に原因が発生した支

出は同じ年度内に支払いを終えなければならない規定もございます。

しかしながら、今回の高校教育課の案件のように、契約上の理由など

により、まだ当初予算が成立していない平成３１年度以降、将来にわ

たって予算を支出することが必要となることもございます。このよう

な事態に対応するため、原則の例外として認められているのが債務負

担行為です。

今回の高校教育課の債務負担行為は、大宮国際中等教育学校の整備

に関して、施設の設計、工事の施工、維持管理及び運営を一括で行う

民間業者に対し、物価変動に伴うサービス対価の改定分を、すでに支

払いの決定している金額に上乗せして、平成３１年度から４５年度ま

での１５年間で総額４，５４５万６千円を支払うための手続きを進め

るため、将来にわたる財政負担を認めてほしい旨を補正予算案として

１２月議会に提出するものです。

私からの説明は以上でございます。

この件に関して、御質問等はございますか。

無いようでございますので、この件は終了といたします。

報告第１３号 さいたま市教職員の給与改定について 

細田教育長 

教職員給与課長 

続きまして、報告第１３号につきまして、事務局から説明をお願い

します。

報告第１３号「さいたま市教職員の給与改定について」御説明いた

します。それでは内容につきまして、資料に沿って説明させていただ

きます。

趣旨でございますが、今回の給与改定は、市人事委員会の勧告にの
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大谷委員 

っとり、教職員の給与のうち、勤勉手当、期末手当、扶養手当につい

て改正するものでございます。

教職員の給与につきましては、さいたま市教職員の給与に関する条

例で規定しておりますが、実際には教職員のみを対象とするものでな

い場合、市職員を対象とする、さいたま市職員の給与に関する条例を

準用する規定の仕方となっております。

今回の給与改定は教職員のみを対象とするものではなく、準用する

規定に該当している箇所のため、教職員の給与条例自体に改正が生じ

ておりません。そのため、本件については報告とさせていただくもの

でございます。

次に、改定の内容について説明いたします。

１点目は、勤勉手当の支給月数を０．０５月分引き上げるものでご

ざいます。具体的には資料の（１）アの表のとおり、平成３０年１２

月期に支給する勤勉手当の支給月数を一般教職員は０．９月から０．

９５月、特定管理教育職員は１．１月から１．１５月とするものでご

ざいます。また、平成３１年度以降は、この１２月期の引上げ分を、

イの表のとおり、６月と１２月に分割し直すものでございます。 

２点目は、期末手当の支給割合を変更するものでございます。現在、

（２）の表のとおり期末手当は、６月期よりも１２月期を多く支給し

ておりますが、平成３１年度から支給月数を均等にするものでござい

ます。

３点目は、扶養手当の支給額を改定するものでございます。これは、

共働き世帯の増加や子に対する経費の増などの社会情勢を踏まえ、扶

養手当の支給額を配偶者から子に手厚くするという国の方針に合わ

せ、（３）の表のとおり変更するものでございます。

次に、施行期日等でございますが、勤勉手当の支給月数の引上げに

つきましては、平成３０年１２月１日に遡り適用し、勤勉手当と期末

手当の支給月数の変更と扶養手当の支給額の変更につきましては、平

成３１年４月１日から施行するものでございます。

なお、市人事委員会の勧告では、教員の給料表の改正にも言及して

おります。具体的には「教員の給料表は、埼玉県の改定状況等を考慮

して措置すること、改定を行う場合は、平成３１年４月１日から実施

すること」と勧告されておりますので、これにつきましては、平成３

１年２月議会での条例改正する方向で、改めて教育委員会会議にお諮

りする予定でおります。

説明は以上でございます。

御審議の程、よろしくお願いいたします。

資料に、特定管理教育職員には高等学校の教頭を除くと記載されて
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教職員給与課長 

副教育長 

野上委員 

武田委員 

教職員給与課長 

細田教育長 

おりますが、この理由について確認させてください。

 小、中、特別支援学校の教頭については、特定管理教育職員に含ん

でおりますが、高等学校の教員は埼玉県からの割愛により人事配置し

ているところでございまして、埼玉県では高等学校の教頭職について

は一般職員と同じ扱いとしていることから、本市においても同じ扱い

としております。

 そもそも、管理職手当の支給対象は、市も県も教頭職を含めている

ものと思われます。この度、報告させていただいております勤勉手当

については、人事評価結果を反映させる仕組みとなっており、特定管

理教育職員については、勤勉手当の支給割合が期末手当に比べて高く

設定されております。こういった人事評価制度の観点から、県では校

長を特定管理教育職員として扱い、教頭は一般教職員と同じように扱

っているものと思われます。そして、本市ではそれを準用していると

ころでございます。

 教頭職にしかるべき待遇をしており、教頭職にマイナスイメージを

与えないようにされていれば結構かと思います。

確認ではございますが、特定管理教育職員の定義については、勤勉

手当及び期末手当の両者の表に共通しているという理解でよろしい

でしょうか。

資料が分かりづらく申し訳ございません。御認識のとおりでござい

ます。

それでは、この件は終了といたします。

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。

その他 第２期さいたま市教育振興基本計画について 

細田教育長 

教育政策室長 

それでは、再開します。続きまして、次第の４「その他」の「第２

期さいたま市教育振興基本計画について」事務局から説明をお願いし

ます。

それでは、「第２期さいたま市教育振興基本計画について」御説明

させていいただきます。
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本計画は、本市の第１期教育振興基本計画である、現行の「さいた

ま市教育総合ビジョン」が、平成３０年度をもって計画期間を終了す

るに当たり策定するものでございます。新時代の到来を見据えた本市

ならではの教育について、総合的・体系的に進めていくことを目的と

して策定いたします。

それでは、恐れ入りますが、お手元のＡ３版資料「第２期さいたま

市教育振興基本計画 概要図（案）」を御覧ください。

はじめに、本計画についてでございますが、法的な位置付けは、教

育基本法第１７条第２項に規定された「教育振興基本計画」となりま

す。他の計画との関係性でございますが、本市の最上位の総合振興計

画であります「２０２０さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」の方向

性等を取り入れるとともに、市長が策定した「さいたま市教育大綱」

との整合が図られたものとなっております。

計画の対象範囲でございますが、教育委員会の所管である小・中・

高等学校、間もなく開校となる中等教育学校、そして特別支援学校の

学校教育及び生涯学習となります。

計画の全体像でございますが、本計画は、大きく２つの構成となっ

ており、第１部は、本市の教育の今後１０年間を見据え、目指す人間

像や基本理念、基本的方向性を示した「教育ビジョン」、第２部は、

そのビジョンの実現を図るための事業・取組を示した「教育アクショ

ンプラン」となっております。

計画期間でございますが、「さいたま市教育ビジョン」につきまし

ては、中長期的な視点により、２０１９年度から２０２８年度までの

１０年間としております。また、「さいたま市教育アクションプラン」

につきましては、２０１９年度及び２０２０年度の２年間としてお

り、次期さいたま市総合振興計画が２０２１年度から開始されること

を踏まえて、本計画も適宜更新していく予定としております。

それでは、具体的な内容について御説明させていただきます。まず、

「さいたま市教育ビジョン」で示す「本市の教育が目指す人間像」に

つきまして御説明いたします。

恐れ入りますが、こちらは冊子「第２期さいたま市教育振興基本計

画（素案）」の方も併せて御覧ください。はじめに、３３ページから

３８ページをお願いします。

これまでの本市の教育施策の成果と課題を踏まえ、昨年度実施いた

しました、児童生徒、保護者、教職員、校長を対象とした総勢

３，８００名を超える方々へのアンケート調査にて得られた結果を十

分に加味しつつ、さらに２０３０年以降の社会を展望した教育の役割

など国の示した教育振興基本計画を参酌し、客観的な根拠、データ等

に基づき、次世代のさいたま市の教育がはぐくむべき人間像とはどの
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ようなものかを、事務局を挙げて議論を重ねてまいりました。

続いて、冊子の３９ページから４１ページを御覧ください。

本市の教育が目指す人間像を考える際、キーワードとなったものは

「人生１００年時代の到来」でありました。そうした長い時間軸とな

る一人ひとりの人生において、人生を連続した学びの時間として捉え

直すとともに、これまで学校・家庭・地域が持っていたお互いの空間

の隔たりや垣根を低くし、今まで以上に連携を図りながら、教育の目

標を共有することが重要ではないかと考えました。来るべき時代の教

育を、「人生１００年時代」を豊かに生きるという連続した「時間」

と、地域コミュニティという「空間」で捉え直していく必要があると

いうことであります。

これからの社会は、「人口減少と少子高齢化の進行」「家族形態と地

域社会の変化」「技術革新」「グローバル化」などが一層進み、不確実

性が加速するものと予測されます。そうした激しい変化を伴うこれか

らの時代においては、矛盾や葛藤が増加し、社会問題や人間関係など

の様々な課題を解決することがますます困難になっていきます。そう

した、我々がまさに直面する激動の時代を生き抜くためには、正解が

一つではなく、解決の道筋がすぐには明らかにならないことに対し

て、自分で仮説を立て、自分や周囲の人が納得できるような「納得解」

を探求していく力が重要ではないかと考えました。

また、そのような時代を豊かにたくましく生き抜くためには、豊か

な人間性が重要となります。多様な人々との関わりの中で、共感力や

人間ならではの感性、創造性を発揮し、自らの可能性を高めることで、

一人ひとりが自立し、よりよい人生、社会を創り出していくことが可

能となります。生涯にわたって、新たな価値を創造していく質の高い

学びを重ね、一人ひとりが成果を発揮し、成長を実感することが、そ

れぞれの夢や希望、生きがいへと結び付き、輝きを放っていくものと

考えました。

本市に生きる一人ひとりが、学ぶことと自分の人生や社会とのつな

がりを実感し、自らの能力を高め発揮しながら、豊かに生きていくそ

の姿こそ、「世界と向き合い 未来の創り手として 輝き続ける人」

という本市の教育が目指す人間像でございます。

その本市の教育が目指す人間像の具現化を図るために、基本理念と

して、「人生１００年時代を豊かに生きる『未来を拓くさいたま教育』

の推進」を掲げ、５つの基本的方向性のもとで施策を展開してまいり

たいと考えております。基本的方向性①～⑤として、「１２年間の学

びの連続性を生かした『真の学力』の育成」、「グローバル社会で活躍

できる豊かな人間性と健やかな体の育成」、「人生１００年時代を輝き

続ける力の育成」、「スクール・コミュニティによる連携・協働の充実」、
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「『未来を拓くさいたま教育』推進のための基盤整備」を掲げ、それ

ぞれの施策展開については、資料にお示ししているような内容となっ

てございます。

「さいたま市教育アクションプラン」におきましては、５つの基本

的方向性のもとで事業・取組を展開するに当たり、これまで本市が取

り組んできた様々な教育施策をさらに磨き、市民一人ひとりが、自己

実現を図っていくうえで推進力となる、「ＰＬＡＮ ＴＨＥ ＮＥＸＴ

３つのＧで日本一の教育都市へ」という考えを掲げました。この考え

のもと、「やり抜く力で『真の学力』を育成すること」である

「Ｇｒｉｔ」、「『国際社会で活躍できる力』を育成すること」である

「Ｇｌｏｂａｌ」、「一人ひとりの成長を支え、『生涯学び続ける力』

を育成すること」である「Ｇｒｏｗｔｈ」の３つのＧを推進すること

を重視し、本市の教育が目指す人間像である、「世界と向き合い 未

来の創り手として 輝き続ける人」の実現を目指してまいります。そ

して、全ての事業・取組について、先見性を持ち、大胆かつ的確に取

り組んでまいります。

資料２枚目を御覧ください。こちらには「さいたま市教育アクショ

ンプラン」に掲載している事業・取組の一覧を掲載しております。本

市の教育が目指す人間像の実現に向けて、現在、さいたま市総合振興

計画後期実施計画に掲げている事業、平成３０年度の教育行政方針に

掲げている事業、来年度予算を見据えて現在検討を進めている事業の

全６１事業・取組を体系化しております。こちらにつきましては、

ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行い、継続的に改善を図りなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。Ｇｒｉｔ、Ｇｌｏｂａｌ、

Ｇｒｏｗｔｈのマークは、３つのＧで掲げた力を実現するためにより

直接的かつ効果的な事業・取組に付しております。Ｇが付いていない

事業・取組は、学校の指導体制構築や、教育環境整備などのハード面

の充実に向けた事業・取組となっておりますが、これらは、３つのＧ

が付された各事業・取組を下支えし、さいたま市教育アクションプラ

ンを推進するために重要な事業・取組となっております。

配布いたしました資料及び冊子「第２期さいたま市教育振興基本計

画（素案）」につきましては、先に教育長及び教育委員の皆様から御

指摘、御助言をいただいた事項について検討し適宜修正を行い、また、

事務局においても適宜加筆などを行い、詳細を記載しておりますの

で、御確認をいただければ幸いでございます。

今後、市議会１２月定例会にて素案報告を行った後、１２月下旬か

らパブリック・コメントを実施し、市民等の意見を踏まえながら、平

成３１年３月を目途に議案として教育委員会会議に提出したいと考

えております。
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武田委員 

野上委員 

教育政策室長 

野上委員 

教育政策室長 

野上委員 

本日はこのような報告の機会をいただき、誠にありがとうございま

した。報告は以上でございます。

Ａ３版資料の「さいたま市教育アクションプラン」の表における、

各事業における３つのＧのマークについて、基本的方向性①や③は、

それぞれその方向性に即したＧがある程度付されている一方、②の

「グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成」に

おいては、Ｇｌｏｂａｌのマークが付けられている数が少ないように

感じます。

例えば食育の推進については、日本食文化の発信といった観点など

からＧｌｏｂａｌのマークを付けても良いように思います。また、未

来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進についても、日本

人だけではなく様々な講師を呼ぶなど、キャリア教育をＧｌｏｂａｌ

な視点で考えてよいかと思います。そのほかに、アート・イン・スク

ール、いじめ防止対策の推進、主権者教育の推進、「さいたま子ども

短歌賞」の推進については、Ｇｌｏｂａｌという観点を事業・取組に

意識付けるためにも、マークを付けても良いのではないかと思いま

す。

関連して意見させていただきます。基本的方向性の①は、「学力の

育成」という教育の根底部分となるものであり、３つのＧは連関して

いくものであることから、３つのＧの全てのマークを付けるべきでは

ないかと思います。

貴重な御意見ありがとうございます。冊子「第２期さいたま市教育

振興基本計画（素案）」の４４ページ、４５ページにおいて、３つの

Ｇの定義付けと、それを実現するためのポイントを記載しておりま

す。３つのＧの定義を改めて整理しながら、また、いただいた御意見

を踏まえつつ、記載内容を検討させていただきます。

配布されたＡ３版資料といったような、要約された資料や表といっ

たものは独り歩きしやすいので、記載内容はしっかりと検討していた

だきたいと思います。

整理した３つのＧの定義に基づきまして、Ａ３版の表も含めて記載

内容を検討してまいりたいと思います。

埼玉県知事が出席する有識者会合に、私も出席することがよくある

のですが、知事は埼玉県の教育のことを「埼玉教育」と表現されてい
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細田教育長 

大谷委員 

細田教育長 

野上委員 

細田教育長 

ます。一方で、この度のさいたま市教育振興基本計画では、基本理念

に「さいたま教育」と記載があるため、両者を混同してしまう懸念が

あります。この点については、県と区別された方が良いと思います。

文字にすれば、平仮名表記と漢字表記という違いはありますが、音

で聞いた場合には、御指摘のとおり混同される懸念がございますので

対応させていただきます。

自分自身のこれまでの反省も含めて意見させていただきますが、い

くら立派な計画を策定しても、これが市民や保護者を含めた現場にし

っかりと届いて、仕事の中で認識されなければ意味が無いと考えてい

ます。

この度の、さいたま市教育振興基本計画は格調高く仕上がっている

一方で、現場にはシンプルであればあるほど、浸透しやすいというこ

とを、３つのＧの学校現場における事例から感じておりますので、委

員御指摘の点は懸念しているところでございます。

冊子の３９ページに「東日本連携の中枢都市」と記載ありますが、

この表現は一般の方には理解しづらい懸念がありますので、この言葉

の意味について注釈を付していただいた方が良いと思います。

それでは、この件は終了といたします。

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。

報告第１２号 さいたま市教職員の人事について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

議案第７６号 行政情報一部開示決定に係る審査請求について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞ 

細田教育長 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。
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８ 閉     会      午前１１時４５分


